
 

 

令和 7 年（行サ）第 4 号 人口比例選挙請求上告事件 

上 告 人 塩地陽介 外 1 名 

被上告人 宮崎県選挙管理委員会 外 1 名 

 

上告理由書(3) 
【各過疎地の有権者間の投票価値の不均衡の合理性は、

皆無である】 

 
令和 8 年 1 月 24 日 

最高裁判所 御中 

上告人ら訴訟代理人弁護士 升  永  英  俊 

同    弁護士  久 保 利  英  明 

同    弁護士  伊  藤        真 

同    弁護士  久 保 山  博  充 

上告人兼上告人大神深雪訴訟代理人弁護士  塩  地  陽  介 

上告人塩地陽介訴訟代理人弁護士  山  田  秀  一 

（上告人大神深雪訴訟復代理人） 
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上告人らは、上告理由書第 4 部、第 2 章、第 4（同書 144～145 頁）及び上告理由書(2)

第４部、第 2 章、第 4（同書 58 頁）での過疎地域の有権者の間で生じた投票価値の不均

衡の議論に、下記を追加して主張する。 

 

下記で述べるとおり、過疎地に居住する各有権者の間（本件選挙では、福井県選

挙区内の過疎地の有権者と宮城県選挙区内の過疎地の有権者の間）の１票の投票価 

値の較差・３倍には、合理的理由が皆
●

無
●

である。 

これは、大
●

発
●

見
●

である。 

記 

 

第５ 令和 2 年国勢調査時人口で、全都道府県内に存在する

各過疎地の間において、「ある過疎地に居住する有権者」

と「他の過疎地に居住する有権者」との間で、最大で投票

価値の較差３倍強が生じている：  

 

1  

 

(1)  令和 5 年大法廷判決（衆）（甲 8）は、「選挙制度の合憲性は、これらの諸

事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理

性を有するといえるか否かによって判断されることにな」（強調 引用者）ると判示

する（民集 77 巻 1 号 20 頁参照）。 

 

(2) ある過疎地に居住する有権者は、過疎地に居住する有権者という点で、

他の過疎地に居住する有権者と同一条件であるので、他の過疎地に居住



 

2 

する有権者と比べて１票の投票価値について差別される合理的理由が

ない。 
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(1) 被告は、「人口差の大きい県同士の合区」の合理性不在の理由として、「過

疎化が進む地方に居住する国民の意見は、ますます国政において反映されにく

いものとな」ると主張する（令和 7 年 7 月 20 日参院選（選挙区）：東京高裁

令和 7 年（行ケ）9 号被告答弁書 69 頁）と主張する。 

 

しかしながら、下記(2)～(3)に示すとおり、それぞれが選挙区である全都道

府県内に所在する過疎地同士の間でも、最大 3 倍強の較差が存在するので、当

該被告の主張は、事実に基づかない、明かな誤りである。 

 

(2) 過疎地域は、全
●

都
●

道
●

府
●

県
●

に存在する1（甲 147）。 

参院選（選挙区）において、全都道府県内に存在する各過疎地に居住する有

権者の間で、投票価値の最大較差・３倍位が常態化し2、衆院選（小選挙区）に

おいても、全都道府県内に存在する各過疎地に居住する有権者の間で、投票価

値の最大較差・２倍位が常態化している。 

 

(3) 2025 年参院選（選挙区）の場合 

 (ｱ) 本件選挙では、福井県選挙区（過疎地域を含む）の有権者の 1 票の価値を 1

 
1 一般社団法人全国過疎地域連盟作成「過疎市町村等の数【令和４年４月１日現在】」参照

（https://www.kaso-net.or.jp/publics/index/19/#block523）。 

一般社団法人全国過疎地域連盟（昭和 45 年 5 月設立）の会員は、過疎地域市町村・特

定市町村及び過疎関係都道府県等である。 
2 訴状（4 頁、別表、添付資料 1） 
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票とすると、例えば、宮城県選挙区（過疎地たる山元町（人口 12,046 人3）を

含む）は 0.32 票である（但し、１票較差で言えば、1 対 3.080 倍）（甲 143、

甲 147、乙 1）。 

 

(ｲ) 即ち、福井県選挙区内の過疎地と宮城県選挙区内の過疎地（過疎地たる山元

町（人口 12,046 人）を含む）の有権者の間で、投票価値の較差が、清き 1 票 対 

清き 0.32 票（又は 1 対 3.080 倍）である。 

 

(ｳ)  福井県選挙区内の過疎地と宮城県選挙区内の過疎地（山元町（人口 12,046

人））との間の投票価値の 3.080 倍の較差は、国会の裁量権の行使として合理

性があるとは解されず、上記 1(1)の令和 5 年大法廷判決（衆）の判示に照らし

て、本件選挙は、違憲である。 

 

(4) 2026 年衆院選（小選挙区）の場合 

2026 年 2 月 8 日施行（予定）衆院選（小選挙区）でも同様に、 

鳥取 1 区内の過疎地と福岡 5 区内の過疎地（東峰村（人口 1899 人 3）との間

で、1 対 2.056 倍（但し、投票価値較差で言えば、1 対 0.486 票）の較差が生じ

ており（総務省報道資料（令和 7 年 9 月 1 日現在選挙人名簿登録者数）、参考資料 2 参照）

（下記別表 1、甲 147）、当該過疎地間の 2.056 倍の較差は、国会の裁量権の

行使として合理性があるとは解されず、上記 1(1)の令和 5 年大法廷判決（衆）

の判示に照らして、当該選挙は、違憲である。 

 

3 (1) ①憲法 56 条 2 項；②1 条並びに前文第 1 項第 1 文後段；③前文第 1 項第

1 文前段；④43 条 1 項；⑤44 条、⑥13 条は、全ての過疎地の有権者の間でも、

 
3 一般社団法人全国過疎地域連盟作成「過疎地域の面積及び人口」（令和 4 年 1 月 1 日現在、

人口：令和 2 年国勢調査・面積：国土地理院公表データ）（https://www.kaso-

net.or.jp/publics/index/19/#block523） 
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投票価値の平等を要求する。 

 

(2) 上記の過疎地の有権者についての、当該憲法違反の瑕疵は、全 45 選挙区（参

院選挙区の場合）が相互に有機的に結合しているため、本件選挙全体に及び、

本件選挙全体が、憲法違反の瑕疵を帯びる（昭和 51 年大法廷判決（衆）民集

30 巻 3 号 249 頁、昭和 60 年大法廷判決（衆）民集 39 巻 5 号 1122 頁参照）。 

 

4 (1) 裁判の目的は、【１人が権利を侵害された場合でも、当該被侵害者１人に

司法救済を与えること】である。 

即ち、裁判による司法救済のためには、違法に権利侵害された被侵害者の数

の大小は、要件外である。 

 

(2) 本件裁判は、【全都道府県内のいずれかの地域に居住する有権者の間（過疎

地に居住する有権者の間を含む）に生じる１票の投票価値の較差が、最大 3 倍

位であること】が「国会に与えられた裁量権の行使として合理的と言えるか否

か」を争うものであるところ、本件裁判において、違法に権利侵害された被侵

害者が、宮城県内の過疎地たる山元町（人口 12,046 人）の有権者を含む以上、

当該有権者は、当然、本件裁判の司法救済の対象たる違法に侵害された被侵害

者に該当する。 

そもそも、裁判とは、違法に権利を侵害された被侵害者の数の大小を問うこ

となく、たった１人の被侵害者であっても司法救済する司法手続きである。 

この裁判の ”基本理念中の基本理念” は、客観訴訟たる民訴法 204 条に基

づく本件人口比例選挙請求訴訟においても、当然、貫徹される。 

以上
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以上 

（参考資料２）衆議院小選挙区別選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数（登録者数順） 
（https://www.soumu.go.jp/main_content/001048459.pdf）（総務省発表） 
 

別表1 
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